
共同住宅の建築時の品質管理のあり方に関する検討会 規約 

 

 

（目的） 

第１条 本委員会は、共同住宅に係る界壁、外壁及び天井が法定仕様に適合しな

い仕様となっている事案の発生を踏まえ、専門的見地から、事案に係る原因究

明結果の検証を行うとともに、再発防止策等について検討を行うことを目的

とする。 

 

（組織） 

第２条 本委員会は、別紙に掲げる委員をもって構成する。 

２ 本委員会は、原因究明結果の検証や再発防止策を検討するために必要があ

るときは、小委員会を設けることができる。 

 

（委員等） 

第３条 委員は、学識経験、関係地方公共団体又は建築士関係団体の者から、住

宅局建築指導課長が委嘱する。 

２ 本委員会に、委員長を置く。委員長は、事務局の推薦により当該委員会に属

する委員の確認によってこれを定める。 

３ 委員長は、本委員会を代表し、その会務を総理する。 

 

（事務局） 

第４条 本委員会の事務局は、国土交通省住宅局建築指導課及び株式会社アル

テップに置く。 

２ 事務局は、委員会の運営に関する事務その他の事務を処理する。 

 

（委員会の運営等） 

第５条 本委員会は、委員の二分の一以上の出席をもって成立する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会に出席

してその意見を述べる又は説明を行うことを求めることができる。 

３ 本委員会は、委員長が必要があると認める場合は、秘密会とすることができ

る。 

４ 前項のとおり、秘密会とした場合には配付資料、議事要旨（以下「議事要旨

等」という。）は、非公開として取り扱う。ただし、委員長が公開として取り

扱うことが妥当と判断した議事要旨等をホームページその他の方法により一

部公開とすることができる。 

 

（守秘義務） 

資料１ 



第６条 委員は、委員会を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を

退いた後も同様とする。 

 

（雑則） 

第７条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が定める。 

 

附則 この規約は、平成３１年２月２０日から施行する。 
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